
医
療
及
び
保
健
衛
生
諸
機
関
に
お
け
る
医
学
的
検
査
に
従
事
す

る
技
術
者
と
し
て
、
専
門
職
種
で
あ
る
臨
床
検
査
技
師
と
衛
生
検

査
技
師
が
存
在
す
る
。
こ
の
う
ち
、
後
者
の
衛
生
検
査
と
い
う
言

葉
の
由
来
に
つ
い
て
は
既
に
報
告
し
た
が
（
衛
生
検
査
、
二
十
巻
一

号
、
昭
和
四
六
年
）
、
今
回
は
、
前
者
の
臨
床
検
査
と
い
う
言
葉
の
発

祥
に
つ
い
て
調
査
し
た
結
果
を
報
告
し
、
併
せ
て
こ
れ
ら
技
師
養

成
機
関
で
用
い
ら
れ
て
い
る
学
科
や
コ
ー
ス
の
名
称
に
つ
い
て
医

史
学
的
な
考
察
を
加
え
た
。

調
査
の
対
象
は
、
こ
れ
ら
の
技
師
の
業
務
が
「
臨
床
検
査
技
師
、

衛
生
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
」
で
病
理
組
織
学
的
、
微
生
物

学
的
、
生
理
学
的
検
査
等
の
検
査
方
法
別
に
定
義
さ
れ
て
い
る
の

で
、
こ
の
よ
う
な
医
学
的
検
査
業
務
が
行
わ
れ
て
い
た
場
所
や
教

育
機
関
の
名
称
、
書
籍
雑
誌
記
事
と
し
、
以
下
の
結
果
を
得
た
。
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臨
床
検
査
と
い
う
言
葉
の
発
祥
と
内
容

の
史
的
推
移
ｌ
特
に
臨
床
検
査
技
師
の

発
展
と
の
関
連
に
つ
い
て

谷
島
清

郎

す
な
わ
ち
、
以
上
の
よ
う
に
定
義
し
た
業
務
に
対
し
て
、
臨
床
検

査
と
い
う
名
称
が
用
い
ら
れ
た
の
は
、
大
正
九
年
の
県
立
神
戸
病

院
（
現
在
の
神
戸
大
学
医
学
部
附
属
病
院
）
に
お
け
る
臨
床
検
査
部
の

設
置
が
最
も
早
く
、
建
物
も
独
立
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
日
本

赤
十
字
社
病
院
も
、
早
く
か
ら
医
学
的
検
査
業
務
を
独
立
、
専
門

的
に
取
扱
っ
て
い
た
が
、
診
療
業
務
の
中
に
そ
れ
を
臨
床
検
査
と

い
う
項
目
で
明
記
し
た
の
は
昭
和
四
年
で
あ
っ
た
。
成
害
に
つ
い

て
は
、
昭
和
五
年
、
額
田
豊
、
額
田
晋
共
著
の
『
近
世
内
科
臨
床

診
断
学
』
の
第
九
版
の
序
に
、
〃
臨
躰
的
諸
検
査
法
〃
と
い
う
言
葉

が
使
わ
れ
て
い
る
。
第
八
版
は
資
料
の
入
手
が
で
き
な
か
っ
た
が
、

第
七
版
で
は
未
だ
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
同
年
に
は
、
上

田
春
治
郎
著
の
「
内
科
臨
躰
検
査
法
」
が
発
刊
さ
れ
た
。
そ
の
他
、

『
眼
科
臨
躰
検
査
法
』
、
『
臨
躰
的
尿
検
査
法
』
、
『
臨
躰
検
査
技
術

提
要
」
等
の
成
害
も
み
ら
れ
、
臨
床
を
臨
躰
と
し
て
い
る
が
、
こ

の
言
葉
は
、
尿
や
便
、
血
液
、
細
菌
の
検
査
、
病
理
組
織
学
的
検

査
等
の
診
断
、
治
療
の
た
め
に
必
要
な
検
査
を
指
し
て
大
正
か
ら

昭
和
の
初
め
に
か
け
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
推
察
さ
れ

た
。

こ
れ
以
前
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
医
学
史
上
も
よ
く
知
ら
れ
て
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い
る
ご
と
く
、
公
衆
衛
生
面
と
医
療
面
に
分
れ
て
発
達
し
て
お
り
、

明
治
中
期
よ
り
、
前
者
で
は
衛
生
試
験
所
や
衛
生
検
査
所
の
名
称

が
用
い
ら
れ
、
後
者
で
は
陸
軍
海
軍
病
院
の
病
理
試
験
室
や
病
的

検
査
室
の
名
称
が
あ
っ
た
。
日
本
赤
十
字
社
病
院
に
病
理
試
験
室

が
建
造
さ
れ
た
の
は
大
正
三
年
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
頃
に
臨
床
検

査
と
い
う
言
葉
は
み
あ
た
ら
な
い
。
た
だ
、
岩
手
医
学
専
門
学
校

の
例
は
、
丁
度
こ
の
大
正
か
ら
昭
和
へ
の
移
行
期
と
反
映
す
る
も

の
と
し
て
興
味
が
も
た
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
昭
和
三
年
に
当
専
門

学
校
に
衛
生
検
査
部
が
設
置
さ
れ
た
が
、
そ
の
事
業
内
容
と
し
て

は
、
喀
疾
、
尿
、
便
の
検
査
、
肺
活
量
や
特
殊
な
医
学
的
検
査
が

あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
明
ら
か
に
現
在
の
法
律
で
い
う
臨
床
検
査
技

師
の
業
務
を
対
象
に
し
て
い
る
こ
と
が
分
る
。
た
だ
し
、
部
門
の

名
称
は
衛
生
検
査
部
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
辺
を
境
に
公

衆
衛
生
面
の
衛
生
検
査
と
い
う
言
葉
か
ら
医
療
面
に
お
け
る
臨
床

検
査
と
い
う
言
葉
へ
移
行
し
て
い
っ
た
様
子
が
伺
え
る
。

近
年
、
臨
床
検
査
技
師
の
教
育
養
成
制
度
が
よ
う
や
く
四
年
制

大
学
教
育
に
移
行
し
つ
つ
あ
る
が
、
そ
こ
で
使
用
さ
れ
る
学
科
や

コ
ー
ス
の
呼
称
は
衛
生
技
術
や
検
査
技
術
科
学
で
あ
る
。
こ
れ
ま

で
の
三
年
制
の
専
修
学
校
や
短
期
大
学
に
お
い
て
も
同
様
で
あ

り
、
今
回
調
査
し
た
臨
床
検
査
と
い
う
言
葉
の
発
達
、
ま
た
、
以

前
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
衛
生
検
査
と
い
う
言
葉
の
内
容
か

ら
み
る
と
違
和
感
の
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
臨
床
検
査
技
師
を

教
育
養
成
す
る
学
校
機
関
で
、
そ
れ
を
端
的
に
イ
メ
ー
ジ
す
る
臨

床
検
査
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
何
ら
か
の
理
由

が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
医
史
学
的
な
立
場
か
ら
、
専
門
職
と
し

て
医
学
的
検
査
に
従
事
す
る
技
術
者
の
名
称
に
対
し
て
の
方
向
性

を
示
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
た
。

（
金
沢
大
学
医
療
技
術
短
期
大
学
部
衛
生
技
術
学
科
）
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